
猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則の全部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月２３日 

 

猪名川町長 岡 本 信 司  
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猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則 

 

令和 ８ 年 ３ 月２３日  

規 則 第  ３  号  

 

猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則（平成１８年規則第３６号）の全部を次

のように改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、猪名川町消防団員等公務災害補償条例（令和８年条例第１０号。以

下「条例」という。）第８条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（公務災害の認定） 

第２条 条例で定める損害補償を行うべき必要があると認められる災害が発生した場合に

は、非常勤消防団員は消防団長が消防長を経由し、消防作業従事者、救急業務協力者、

水防従事者及び応急措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）については消防

長が、公務災害発生報告書（様式第１号）を町長に提出し、その認定を受けなければな

らない。 

（損害補償を受ける権利を有する旨の通知等） 

第３条 町長は、前条の規定により公務災害の認定をした場合にあっては条例第２条の規

定により損害補償を受けるべき者に対する損害補償を受ける権利を有する旨を、公務災

害と認められない場合にあってはその旨及び理由を、公務災害補償通知書（様式第２

号）により通知しなければならない。 

（損害補償の請求方法） 

第４条 条例で定める損害補償（現に受けている損害補償の額の変更を含む。）を受けよ

うとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じた損害補償請求書（様式第３号）

を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の損害補償請求書を提出にあたり、必要に応じて損害額を証明する文書

その他の関係書類の添付を求めることができる。 

（損害補償の支給方法） 
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第５条 町長は、前条に規定する損害補償請求書の提出を受けたときは、これを審査し、

損害補償に関する決定を行い、請求者に損害補償決定通知書（様式第４号）を交付する

とともに、損害補償を行わなければならない。 

２ 同一の負傷又は疾病に係る療養補償及び休業補償の支給は、1月ごとに行うものとす

る。 

（遺族補償年金請求代表者の選任等） 

第６条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上あるときは、これらの者のうち

１人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただ

し、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないとき

は、この限りでない。 

２ 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに代表

者選任・変更届出書（様式第５号）により町長に届け出なければならない。 

（所在不明による支給停止の申請等） 

第７条 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３３５

号。以下「政令」という。以下同じ。）第８条の４第１項又は第２項の規定により遺族

補償年金の支給停止又は支給停止の解除申請をしようとする者は、遺族補償年金支給停

止申請書（様式第６号）又は遺族補償年金支給停止解除申請書（様式第７号）に次条第

１項に規定する年金証書を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除し

たときは、当該申請者に遺族補償年金支給停止通知書（様式第８号）又は遺族補償年金

支給停止解除通知書（様式第９号）により、その旨を通知しなければならない。 

（年金証書） 

第８条 町長は、年金たる損害補償（政令第１２条の２に規定する年金たる損害補償をい

う。以下同じ。）の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、

併せて消防団員等公務災害補償年金証書（様式第１０号）を交付しなければならない。 

２ 町長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年

金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。 

３ 町長は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができ

る。 
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第９条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したとき

は、年金証書再交付申請書（様式第１１号）に亡失の事由を明らかにすることができる

文書又は損傷した年金証書を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、

速やかにこれを町長に返納しなければならない。 

第１０条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる損害

補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく当該年金証書を町長に返納しなければな

らない。 

（定期報告） 

第１１条 年金たる損害補償を受ける者は、毎年１回、２月１日から同月末日までの間

に、その現状を定期報告書（様式第１２号）により町長に報告しなければならない。 

（届出） 

第１２条 年金たる損害補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅

滞なくその旨を年金に関する異動報告書・変更届出書（様式第１３号）により町長に届

け出なければならない。 

⑴ 氏名又は住所を変更した場合 

⑵ 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合 

ア その負傷又は疾病が治った場合 

イ その障害の程度に変更があった場合 

⑶ 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合 

⑷ 遺族補償年金を受ける者にあっては、政令第８条の３第１項第２号から第６号まで

の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合及びその者と生計

を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合 

⑸ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で

遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が５５歳に達し

たとき（政令第８条第１項第４号の障害の状態にあるときを除く。）及び同号の障害

の状態になり、又はその事情がなくなったとき。ただし、５５歳以上であるものを除

く。 

⑹ 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があった場合 
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２ 条例で定める損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族

は、遅滞なくその旨を年金に関する異動報告書・変更届出書により町長に届け出なけれ

ばならない。 

３ 前２項の規定による届出をする場合には、その事実を証明する文書その他の資料を添

付しなければならない。 

（第三者の行為による災害についての届出） 

第１３条 損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、損害補償を

受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からな

いときは、その旨)並びに被害の状況を第三者加害報告書（様式第１４号）により、速

やかに町長に届け出なければならない。 

（損害補償請求書等の経由） 

第１４条 条例で定める損害補償を受ける権利を有する者が、条例及びこの規則の定める

ところにより町長に提出する損害補償請求書その他の文書は、非常勤消防団員にあって

は消防団長及び消防長を、消防作業従事者等にあっては消防長を、それぞれ経由しなけ

ればならない。 

（協力義務） 

第１５条 条例で定める損害補償を受ける権利を有する者が、損害補償の請求その他の手

続を行う場合には、消防団長及び消防長は、これに協力しなければならない。 

（記録簿） 

第１６条 町長は、損害補償記録簿（様式第１５号）、損害補償記録簿（傷病補償年金）

（様式第１６号）、損害補償記録簿（障害補償年金）（様式第１７号）及び損害補償記

録簿（遺族補償年金）（様式第１８号）を備え、必要な事項を記録しておかなければな

らない。 

（委任） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（規則第２条関係） 

公務災害発生報告書 

年  月  日  

 猪名川町長 様 

 職                 

氏名               

１ 

災
害
を
受
け
た
者 

区分 
□非常勤消防団員  □消防作業従事者   

□救急業務協力者  □水防従事者    □応急措置従事者 

住所  

氏名  生年月日 年  月  日  

職業  
階級 

（非常勤消防団員の場合） 
 

２ 

補
償
を
受
け

る
べ
き
者 

住所  

氏名  生年月日 年  月  日  

災害を受けた者との続柄 
又は関係  

３ 災害発生の場所  

４ 災害発生の日時 年  月  日  時  分頃 

５ 傷病名  

６ 傷病の部位  

７ 傷病の程度  

８ 

災
害
発
生
の
原
因 

 
 

及
び
そ
の
状
況 

 

 

 

 

 

医師の意見 

 ５から７までに記載した事項は、事実と相違ないことを証明します。 

     年  月  日 

病院又は診療所の所在地   

名称             

職氏名          ㊞  

受付 年  月  日 
認定 

    年  月  日 

公務上 ・ 公務外 通知 年  月  日 

(注)１ 現場見取図及び現場責任者の状況報告書を添付すること。 

２ 災害を受けた者と補償を受けるべき者が異なる場合は、その関係を明らかにする書類を

添付すること。 



様式第２号（規則第３条関係） 

公務災害補償通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

 

猪名川町長           

 

 次の災害は、公務上 公務外 によるものと認定しましたので、猪名川町消防団員等公務災害

補償条例に定める損害補償を受ける権利が ある ない ことを通知します。 

 

１ 災害を受けた者 

   住 所    

   氏 名            (    年  月  日生) 

   区分及び階級等   

 

２ 傷病名、傷病の部位及びその程度 

    

 

３ 災害発生の場所 

    

 

４ 災害発生の日時 

      年  月  日  時  分 

 

５ 理由 

 

 

 

(注)１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

   ３月以内に、猪名川町長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６月以内に、猪名川町を被告として(訴訟において猪名川町を代表する者は猪名川

町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求

をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 

３ 上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁

決)があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間や

この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算し

て１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。 

４ 損害補償を受ける権利がある場合は、猪名川町消防団員等公務災害補償条例及び同条例施行

規則の定めるところにより、損害補償の請求等所定の手続をしてください。なお、損害補償費

の支払については、消防団員等公務災害補償等共済基金の支払決定日から概ね１月後になりま

す。 



様式第３号（規則第４条関係） 

損害補償請求書 

年  月  日  

 猪名川町長 様 

 請求者の住所            

                  

氏名             ㊞  

連絡先電話番号           

災害を受けた者との続柄       

 

猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則第４条の規定により次のとおり請求します。

１ 

災
害
を
受
け
た
者 

区分 
□非常勤消防団員  □消防作業従事者   

□救急業務協力者  □水防従事者    □応急措置従事者 

住所 
 

氏名 
 生年 

月日 
年  月  日  

職業  
災害 

発生日 
年  月  日  

階級 

（非常勤消防団員の場合） 
 

災害発生 

場所 
 

２ 

損
害
補
償
の
種
類 

□療養補償 

□休業補償 

□傷病補償年金 

□障害補償年金 □障害補償一時金 

□介護補償 

□遺族補償年金 □遺族補償一時金 

□葬祭補償 

３ 

請
求
金
額 

        円 

４ 期間 
（第  回）     年  月  日 から 

         年  月  日 まで（   日間） 

５ 

振
込
先 

金融機関名   支店  

口座番号  □普通 □当座 □(  ) 

フリガナ 

口座名義 

 

 

(注)１ 該当する□には、✓印を記入してください。 

  ２ 請求者本人が自書する場合は、押印は不要です。 

  ３ 次の資料を添付してください。 

   (１) 消防団員等公務災害補償等共済基金への提出書類 

   (２) 医師の診断書、死亡診断書その他損害補償を受ける権利を有することを証する

書類 

   (３) その他必要な書類 

  ４ 療養補償、介護補償及び葬祭補償の場合において、別に口座振込を希望する場合は、

裏面の口座振込依頼書に必要事項を記入してください。 



 

 

口座振込依頼書 

 

 

 

この請求書による    費の内、    費      円は、下記の預金口座へ振り

込んでください。振込先について、私（請求者）の名義ではない口座を指定している場合で

も、この口座振込をもって支払の効力が生じることについて異議ありません。 

 

請求者の住所                  

                                         

氏名             ㊞     

                    連絡先電話番号            

 

  

住 所 
 

名 称 
 

代表者 
 

振込先 

金融機関名  支店  

口座番号 
 □普通 □当座  

□(  ) 

フリガナ 

口座名義 

 

 

(注) 請求者本人が自書する場合は、押印は不要です。 



様式第４号（規則第５条関係） 

損害補償決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

 

                    猪名川町長           

 

    年  月  日付けをもって請求のあった補償については、次のとおり支給します。 

１ 

損
害
補
償
の
種
類 

□療養補償 
□休業補償 
□傷病補償年金 
□障害補償年金 □障害補償一時金 
□介護補償 
□遺族補償年金 □遺族補償一時金 
□葬祭補償 

２ 
支
給
金
額         円 

３ 期間 （第  回）     年  月  日 から 
         年  月  日 まで（   日間） 

４ 支給日   年  月  日 

５ 備考 
（処分の理由等）  

 
(注)１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

   ３月以内に、猪名川町長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６月以内に、猪名川町を被告として(訴訟において猪名川町を代表する者は猪名川

町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った

日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 

３ 上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁

決)があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間や

この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算し

て１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。 



様式第５号（規則第６条関係） 

代表者選任・変更届出書 

 

年  月  日  

 

猪名川町長 様 

 

届出者氏名             

 

猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則第６条の規定により次のとおり届け出ます。 

１ 

代
表
者 

住所  

氏名  
災害を受けた者 
との続柄  

２ 

受
給
権
者 

氏名 
災害を受けた者 

との続柄 
住所 

    

    

    

    

３ 

変
更
事
項
等 

前代表者 
住所  

氏名  
災害を受けた者 
との続柄  

変更理由  

 



様式第６号（規則第７条関係） 

遺族補償年金支給停止申請書 

 

年  月  日  

 

猪名川町長 様 

                         申請者氏名         ㊞  

 

年金受給権者の所在が不明ですので、猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則第７条

の規定により、次のとおり遺族補償年金の支給停止を申請します。 

１ 

被
災
団
員
等
に
つ
い
て 

年金証書番号  事故年月日 年  月  日 

住所  

フリガナ 
氏名  生年月日 年  月  日 

２ 

所
在
不
明
と
な
っ
た
受
給
権
者 

フリガナ 

氏名 
 生年月日 年  月  日 

最後の住所  

災害を受けた者 
との続柄 

 
所在不明と 
なった年月日 

年  月  日 

所在不明となったことに 
ついての詳細  

３ 

受
給
権
者
等 

氏名 
災害を受けた 
者との続柄 

住所 生年月日 

（受給権者） 

 
  年  月  日 

（受給資格者） 

 
  年  月  日 

（受給資格者） 

 
  年  月  日 

（受給資格者） 

 
  年  月  日 

（受給資格者） 

 
  年  月  日 

(注)１ この申請書には、所在が１年以上明らかでないことを証明することができる書類を添  

えてください。 
  ２ 申請者本人が自書する場合には、押印は不要です。 
 



様式第７号（規則第７条関係） 

遺族補償年金支給停止解除申請書 

 

年  月  日  

 

猪名川町長 様 

                         申請者氏名            ㊞ 

 

猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則第７条の規定により、遺族補償年金の支給停

止の解除を次のとおり申請します。 

１ 

被
災
団
員
等
に
つ
い
て 

年金証書番号  事故年月日 年  月  日 

住所  

フリガナ 
氏名  生年月日 年  月  日 

２ 

所
在
不
明
と
な
っ
た
受
給
権
者 

フリガナ 

氏名 
 生年月日 年  月  日 

現住所  

災害を受けた者 
との続柄 

 
所在不明と 
なっていた期間 

年  月  日から 
年  月  日まで 

所在不明となったことに 
ついての詳細  

３ 

受
給
権
者
等 

氏名 
災害を受けた 
者との続柄 

住所 生年月日 

（受給権者） 

   年  月  日 

（受給資格者） 

 
  年  月  日 

（受給資格者） 

 
  年  月  日 

（受給資格者） 

   年  月  日 

（受給資格者） 

 
  年  月  日 

(注)１ 現住所に所在していることを証明できる書類を添えてください。 

２ 遺族補償年金証書を添えてください。 
３ 申請者本人が自書する場合は、押印は不要です。 



様式第８号（規則第７条関係） 

遺族補償年金支給停止通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

                    猪名川町長           

 

    年  月  日付けをもって申請のあった遺族補償年金については、次のとおり支給を停

止したので通知します。 
 
 

１ 年金証書番号 

 

 

２ 支給を停止した受給者の氏名 

 

 

３ 支給停止年月日 

 

 

４ 備考 

 

 

 

 



様式第９号（規則第７条関係） 

遺族補償年金支給停止解除通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

                  猪名川町長           

 

    年  月  日付けをもって申請のあった遺族補償年金については、次のとおり支給の停

止を解除したので通知します。 
 
 

１ 年金証書番号 

 

 

２ 支給の停止を解除した受給者の氏名 

 

 

３ 支給停止年月日 

 

 

４ 解除年月日 

 

 

５ 備考 

 

 

 

 



様式第１０号（規則第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第     号 

 

 

消防団員等公務災害補償 

年 金 証 書 

 

 

 

 

猪名川町 

 



  

受給権者の氏名  

生 年 月 日    年   月   日生 

補 償 の 種 類     補償年金（第   級） 

年 金 の 額          円 

支 給 開 始 年 月     年    月 

 

猪名川町消防団員等公務災害補償条例の規定により、上記のと

おり支給します。 

 

 年  月  日   

 

 

 

猪名川町長                    

 

 

 

 

注意事項 

 

１ この証書は、猪名川町消防団員等公務災害補償条例によっ

て傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の支給を受

ける権利を有することを証明する書類ですから大切に保管

してください。 

２ この補償を受ける権利は、譲り渡すことはできません。 

また、差押えを受けることもありません。 

３ この証書を亡失したり、著しく損傷したときは再交付を猪

名川町消防本部に請求してください。また、年金の額の変更

の場合を除き、証書の記載事項に変更を生じた場合は、この

証書と引換えに新しい証書を交付します。 

４ あらかじめその必要がないと通知された場合を除き、毎年

２月１日から同月末日までの間に、猪名川町消防本部に対し

障害の現状又は遺族の現状に関する報告書を提出してくだ

さい。 

５ この年金を受ける権利を失った場合は、この証書を猪名川

町消防本部に返納してください。 

 

 



様式第１１号（規則第９条関係） 

年金証書再交付申請書 

 

年  月  日  

 

猪名川町長 様 

 

申請者氏名            

 

猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則第９条の規定により、次のとおり年金証書の

再交付を申請します。 

年金証書  

フリガナ 
氏名  生年月日 年  月  日 

再交付の理由  

(注)この申請書には、年金証書を紛失したことを証明できる書類又は損傷した年金証書等を添え

てください。 



様式第１２号（規則第１１条関係） 

定期報告書 

 

年  月  日  

 

猪名川町長 様 

 

氏名             

 

猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則第１１条の規定により、次のとおり現状を報

告します。 

１ 

被
災
団
員
等 

年金証書番号  事故発生日 年  月  日 

住所  

フリガナ 
氏名  生年月日 年  月  日 

２ 

添
付
資
料 

□ 傷病補償年金 
消防団員等公務災害補償等共済基金が定める別記様式第１４号

の２（医師の記載及び証明を受けたもの） 

□ 障害補償年金 消防団員等公務災害補償等共済基金が定める別記様式第１５号 

□ 遺族補償年金 

□ 消防団員等公務災害補償等共済基金が定める別記様式第 
１５号の２ 

□ 受給権者と生計を同じくしている受給資格者については、

その事実を証する書類 

□ 受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者の

うち、身体障害者については、障害の程度についての医師の診

断書又はそのことを証する書類 

３ 

他
の
法
令
に
よ
る 

 

受
給
関
係 

年金の種類 
（障害等級） 

年金の 
年額 

年金証書の 
記号番号 支給開始年月 所轄年金 

事務所等 

   年  月  

   年  月  

(注)１ 該当する□には、✓印を記入してください。 
２ この報告書は、毎年１回２月１日から同月末日までの間に提出してください。 
３ 「他の法令による受給関係」の記載内容が明らかになる書類の写しを添付してください。 



様式第１３号（規則第１２条関係） 

年金に関する異動報告書・変更届出書 

 

年  月  日  

 

猪名川町長 様 

 

氏名             

 

猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則第１２条の規定により、報告・届出します。 

１ 

被
災
団
員
等 

年金証書番号  事故発生日 年  月  日 

住所  

フリガナ 
氏名  生年月日 年  月  日 

２ 異動した者の氏名  異動年月日 年  月  日 

３ 異動の内容  

４ 異動・変更内容に応じた添付資料 

□ 氏名を変更したとき。 
その事実を証する書類 

□ 住所を変更したとき。 

□ 
傷病補償年金の受給権者の負傷又は疾病が

治ったとき。 
医師又は歯科医師の診断書 

□ 

傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者

の障害の程度に変更があったとき（負傷又は

疾病が治った場合を除く。）。 

次の３点を記載した医師若しくは歯科医師の診断書

又はその写し 
①障碍の部位及び状況（図で示すことのできるもの

は図解すること。） 
②障碍の程度に変更を生じた年月日、理由 
③予想される傷病等級又は障害等級 

□ 
傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者

が死亡したとき。 
その者の死亡を証する書類又はその写し 

遺族補償年金の受給権者又は受給資格者について 

 

□ 死亡したとき。 その者の死亡を証する書類又はその写し 

□ 
婚姻（婚姻の届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある場合

を含む。）したとき。 

その事実及び事実の生じた年月日を証する市町村長

の発行する証明書 



 

□ 

直系血族又は直系姻族以外の者の養子

（届出をしていないが、事実上養子縁

組関係と同様の事情にある者を含

む。）となったとき。 
その事実及び事実の生じた年月日を証する市町村長

の発行する証明書 

□ 
離縁によって、死亡した非常勤消防団

員等との親族関係が終了したとき。 

□ 

子、孫又は兄弟姉妹の１８歳に達した

日以後の最初の３月３１日が終了した

とき（非常勤消防団員等の死亡の時か

ら引続き特定障害状態※にあるときを

除く。）。 

 

□ 

政令第８条の２第４項第１号に該当す

るに至ったとき（非常勤消防団員等の

死亡の時から引続き特定障害状態※に

あるときを除く。）。 

 

□ 
政令第８条の２第４項第２号に該当す

るに至ったとき（５５歳以上であると

きを除く。）。 
次のいずれか１点 
□① その事実及び事実の生じた年月日を証する医

師の診断書 
□② ①に代わる書類 
□③ ①又は②の写し □ 

非常勤消防団員等の死亡の当時特定障

害状態※にあった夫、子、父母、孫、

祖父母又は兄弟姉妹の当該状態がなく

なったとき。 

□ 
受給権者と生計を同じくしていた受給

資格者が生計を異にするとき。  

□ 
生計を異にしていた受給資格者が受給

権者と生計を同じくするに至ったと

き。 

次の２点 
① その者の住民票の写し 
② その事実及び事実の生じた年月日を証する書類 

□ 
非常勤消防団員等の死亡の当時胎児で

あった子が出生したとき。 
その者の住民票の写し 

□ 
先順位又は同順位の他の遺族を故意に

死亡させたとき。 
その事実及び事実の生じた年月日を証する書類 

□ 

政令第８条の３第１項の規定により、

遺族補償年金を受ける権利が消滅した

場合において、その権利が消滅した受

給権者と生計を異にしていた次順位者

が受給権者となったとき。 

次の３点 
①その者及びその者と生計を同じくしている受給資

格者の氏名 
②その事実を証する書類 
③それらの者の住民票の写し 

□ 
同一の事由により支給されていた他の法令

による年金の支給額に変更があったとき。 
当該年金の支給に係る年金証書全文の写し 

□ 
同一の事由により支給されていた他の法律

による年金が支給されなくなったとき。 
当該年金が支給されなくなった理由及び支給されな

くなった年月日を証する書類 

(注)１ 該当する□には、✓印を記入してください。 

２ 「特定障害状態」とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令（平成

１８年総務省令第１１０号）第５条に規定する障害の状態をいいます。 



様式第１４号（規則第１３条関係） 

第三者加害報告書 

年  月  日  

 猪名川町長 様 

  

氏名                

被災者との続柄           

 

 猪名川町消防団員等公務災害補償条例施行規則第１３条の規定により、報告します。 

１ 災害発生日時     年   月   日    時    分頃 

２ 災害発生場所  

３ 災害発生状況 

 

 

 

 

４ 

被
災
し
た
者 

氏名  
生年 

月日 
年  月  日  

住所 
 

 
階級  

被害の状況 

 

 

 

 

 

診療機関名称  

５ 

相
手
方 

ふりがな 

氏名 

 

 

生年 

月日 
年  月  日  

住所 

〒    －   

 

 電話（携帯電話）  

６ 示談について 

□ 示談が成立した（  年  月  日） 

□ 示談をする予定（  年  月  日） 

□ 交渉中 

□ 示談はしない 

(注)１ 該当する□には、✓印を記入してください。 

  ２ 交通事故等の場合は、現場見取図を添付してください。 



様式第１５号（規則第１６条関係） 

損害補償記録簿 

１ 

災
害
を
受
け
た
者 

区分 
□非常勤消防団員  □消防作業従事者   
□救急業務協力者  □水防従事者    □応急措置従事者 

ふりがな 
氏名 

 生年月日 年  月  日  

住所  
公務災害補償 
通知書交付日 

第     号 
年  月  日  

災害発生 
場所 

 
災害 

発生日時 
年  月  日 

時  分頃  

非常勤消防団員の場合：分団・階級・任命日 

非常勤消防団員以外：職業 
             

負傷又は発病時の 
傷病名 

 
治癒・死亡 
年月日 

年  月  
日 

治癒 

死亡 

故意の犯罪行為等による 
制限の有無及び制限期間 

□有 自   年  月  日 
□無 至   年  月  日 

第三者 
行為事故 

有 ・ 無 

３ 補償 
基礎額 

額 決定日 
４ 傷病補償 

年金 

傷病等級 支給決定日 

円 ・ ・ 第  級  号 ・ ・ 

５ 障害 
補償 

障害の等級 
年金 

支給決定日 
一時金 

支給決定日 
一時金支払日 

一時金 
支給金額 

第  級  号 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 円 

６ 障害補償年金 
差額一時金 

支給決定日 支払日 支給金額 

・ ・ ・ ・ 円 

７ 障害補償年金前払一時金 

支払日 支給金額 

・ ・ 円 

８ 遺族補償 

年金支給決定日 
一時金 

支給決定日 
一時金支払日 一時金支給金額 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 円 

９ 遺族補償年金前払一時金 

支払日 支給金額 

・ ・ 円 

10 葬祭補償 

支払日 葬祭日 支給金額 

・ ・ ・ ・ 円 

 



11 

療
養
補
償 

請求 
回数 

支払年月日 
診療期間 
（年月日） 

診療 
実日数 

支払金額 備考 

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円  

累計  日 円  

  



12 

休
業
補
償 

請求 
回数 

支払年月日 
支給期間 

（年月日） 
休業 
日数 

補償基礎額 支払金額 備考 

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

 ・ ・ 
自   ・   ・    
至   ・   ・    

日 円 円  

累計  日  円  

  



13 

介
護
補
償 

請求 
回数 

支払年月日 支給に係る月 常時、随時の別 支払金額 備考 

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

 ・ ・ 
  年  月～ 
  年  月分 

 円  

累計   円  

  



〔記入要領〕 

１ この記録簿は、非常勤消防団員等の災害が公務により生じたものであると認定された

場合に作成し、補償が完結するまで順次必要な事項を記入すること。 

２ 「区分」の欄には、非常勤消防団員等が災害を受けた当時の区分について、該当する

□に✓印を記入すること。 

３ 「故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間」の欄には、故意の犯罪行為又は

重大な過失の有無について該当する□に✓印を記入し、故意の犯罪行為又は重大な過失

がある場合には、療養を開始した日及びその日から起算して３年の期間の満了する日を

記入すること。 

４ 「第三者行為事故」の欄には、当該災害が第三者の行為によって生じたものであるか

否かについて該当する□に✓印を記入すること。 

５ 「11 療養補償」「12 休業補償」の表は、療養補償又は休業補償を支払った都度記入す

ること。 

６ 「休業日数」の欄には、休業補償の対象となった日数（１日の一部が対象となった日

数を含む。）を記入すること。 

７ 「補償基礎額」の欄には、補償基礎額を改定した都度その額を記入すること。 

８ 「備考」の欄には、補償基礎額の改定を行った年月日、その他必要な事項を記入する

こと。 

９ 「11 療養補償」「12 休業補償」における「累計」の欄には、原則として支払年度ごと

に記入すること。 

10 「13 介護補償」の表は、介護補償を支払った都度記入すること。 

11 「常時、随時の別」の欄には、介護を要する状態の常時又は随時の別を記入すること。 

12 各年度末には「支払金額」の欄に、当該年度ごとの合計金額を記入するものとし、そ

の合計額を記入した項に対応する「支給に係る月」の項には適宜「○○年度合計」等と

記入すること。 

13 「13 介護補償」における「累計」の欄には、支給が完結した場合の総計を記入するこ

と。 



様式第１６号（規則第１６条関係） 

損害補償記録簿（傷病補償年金） 

１ 

受
給
権
者 

氏名 住所 年金証書番号 支給開始年月 

    

傷
病
等
級 

第  級  号（    年  月  日決定） 傷病の名称、部位及びその状態 

第  級  号（    年  月  日決定） 

 

第  級  号（    年  月  日決定） 

故意の犯罪行為等による 
制限の有無及び制限期間 

 □ 有      年  月  日から 
 □ 無      年  月  日まで 

２ 

他
の
法
令
に
よ
る 

受
給
関
係 

 

年金の種類 
障害等級 

年金の金額 
年金証書の 
記号番号 

支給開始年月 
所轄社会保険 

事務所等 

   年  月  

   年  月  

３ 

傷
病
補
償
年
金
の
年
額 

支給年月 補償基礎額 
政令第５条の２による 

年金額 
政令附則第３条による調
整又は制限後の年金額 

年  月から    

年  月から    

年  月から    

年  月から    

年  月から    

年  月から    

年  月から    

年  月から    

４ 

備
考 

 
 
 
 
 



５ 

傷
病
補
償
年
金 

支払年月日 支給に係る月 支払金額 備考 

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

累計  円  

  



〔記入要領〕 

 １ この記録簿は、傷病補償年金の支給が決定された場合に作成し、支給事由の継続する

間、記入すること。 

 ２ 「支給開始年月」の欄には、当該障害の原因である傷病による障害の程度が傷病等級

に該当することとなった月の翌月の年月を記入すること。 

３ 「傷病等級」の欄には、最初に傷病補償年金の支給を決定した場合の当該傷病等級及

びその決定年月日を最初の欄に記入し、支給開始後傷病等級に変更があった場合には、

変更後の傷病等級及びその変更決定年月日を次の欄以下に記入すること。 

 ４ 「傷病補償年金の年額」の欄には、最初に傷病補償年金の支給を決定したときの年額

を最初の欄に記入し、以下の欄には、年金額の改定の都度順次記入すること。 

５ 「故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間」の欄には、故意の犯罪行為又は

重大な過失の有無について該当する□に✓印を記入し、故意の犯罪行為又は重大な過失

がある場合には、療養を開始した日及びその日から起算して３年の期間の満了する日を

記入すること。 

６ 「他の法令による受給関係」の欄には、受給権者が傷病補償年金と同一の事由により

受給する政令附則第３条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給付の名称を記入すること。 

７ 「備考」の欄には、年金証書の再交付及びその事由、支給事由が消滅した場合の年月

日及びその事由、調査を行った場合の年月日及びその結果の概要、その他必要な事項を

記入すること。 

８ 「５ 傷病補償年金」の欄は、傷病補償年金を支払った都度記入すること。 

９ 「支払年月日」の欄には、支払った年月日を記入すること。 

10 「支給に係る月」の欄には、例えば令和８年４月の支払の場合には、Ｒ８年１月～Ｒ

８年３月分と記入すること。 

11 「支払金額」の欄には、支払年度ごとの合計金額を記入するものとし、その合計額を

記入した項に対応する「支給に係る月」の項には、適宜「○○年度合計」等と記入するこ

と。 

12 当該補償と同一の事由につき損害賠償を受けたときは、「備考」の欄に、受給権者が受

領した傷病補償年金に相当する損害賠償の金額及びその額を受領した年月日を記入し、

「支給に係る月」及び「支払金額」の欄には、当該損害賠償を受けたことにより免責さ

れている傷病補償年金が仮に支給されていたとしたら記入すべき事項を赤字で記入する

こと。 

13 「累計」の欄には、支給が完結した場合の総計を記入すること。 



様式第１７号（規則第１６条関係） 

損害補償記録簿（障害補償年金） 

１ 

受
給
権
者 

氏名 住所 年金証書番号 支給開始年月 

    

障
害
等
級 

第  級  号（    年  月  日決定） 障害の部位及びその程度 

第  級  号（    年  月  日決定） 

 

第  級  号（    年  月  日決定） 

故意の犯罪行為等による 
制限の有無及び制限期間 

 □ 有      年  月  日から 
 □ 無      年  月  日まで 

２ 

他
の
法
令
に
よ
る 

受
給
関
係 

 

年金の種類 
（障害等級） 

年金の金額 
年金証書の 
記号番号 

支給開始年月 
所轄社会保険 

事務所等 

   年  月  

   年  月  

３ 

障
害
補
償
年
金
の
年
額 

支給年月 補償基礎額 
政令第６条による 

年金額 
政令附則第３条による調
整又は制限後の年金額 

年  月から    

年  月から    

年  月から    

年  月から    

年  月から    

年  月から    

年  月から    

年  月から    

４ 

備
考 

 
 
 
 
 



５ 

障
害
補
償
年
金 

支払年月日 支給に係る月 支払金額 備考 

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

累計  円  

  



〔記入要領〕 

１ この記録簿は、障害補償年金の支給が決定された場合に作成し、支給事由の継続する

間、記入すること。 

２ 「支給開始年月」の欄には、当該障害の原因である傷病が治ゆした月の翌月の年月を

記入すること。 

３ 「障害等級」の欄には、最初に障害補償年金の支給を決定した場合の当該障害等級及

びその決定年月日を最初の欄に記入し、支給開始後障害等級に変更があった場合には、

変更後の障害等級及びその変更決定年月日を次の欄以下に記入すること。 

４ 「故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間」の欄には、故意の犯罪行為又は

重大な過失の有無について該当する□に✓印を記入し、故意の犯罪行為又は重大な過失

がある場合には、療養を開始した日及びその日から起算して３年の期間の満了する日を

記入すること。 

５ 「他の法令による受給関係」の欄には、受給権者が障害補償年金と同一の事由により

受給する令附則第３条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給付の名称を記入すること。 

６ 「障害補償年金の年額」の欄には、最初に障害補償年金の支給を決定したときの年額

を最初の欄に記入し、以下の欄には、年金額の改定の都度順次記入すること。 

７ 「備考」の欄には、年金証書の再交付及びその事由、支給事由が消滅した場合の年月

日及びその事由、調査を行った場合の年月日及びその結果の概要、その他必要な事項を

記入すること。 

８ 「５ 障害補償年金」の欄は、障害補償年金を支払った都度記入すること。 

９ 「支払年月日」の欄には、支払った年月日を記入すること。 

10 「支給に係る月」の欄には、例えば令和８年４月の支払の場合には、Ｒ８年１月～Ｒ

８年３月分と記入すること。 

11 「支払金額」の欄には、支払年度ごとの合計金額を記入するものとし、その合計額を

記入した項に対応する「支給に係る月」の項には、適宜「○○年度合計」等と記入するこ

と。 

12 当該補償と同一の事由につき損害賠償を受けたときは、「備考」の欄に、受給権者が受

領した障害補償年金に相当する損害賠償の金額及びその額を受領した年月日を記入し、

「支給に係る月」及び「支払金額」の欄には、当該損害賠償を受けたことにより免責さ

れている障害補償年金が仮に支給されていたとしたら記入すべき事項を赤字で記入する

こと。 

13 「累計」の欄には、支給が完結した場合の総計を記入すること。 

 



様式第１８号（規則第１６条関係） 

損害補償記録簿（遺族補償年金） 

１ 死亡した者の 
氏名 

 
２ 支給開始 

年月 
年  月 

３ 

遺
族
補
償
年
金
受
給
資
格
者 

氏名 
生年月日 

住所 
死亡した者 
との続柄 

受給資格 
変動年月日 
及び事由 

年金証書 
番号 

 
 

・  ・ 
  

・  ・ 
 

 

 
 

・  ・ 
  

・  ・ 
 

 

 
 

・  ・ 
  

・  ・ 
 

 

 
 

・  ・ 
  

・  ・ 
 

 

 
 

・  ・ 
  

・  ・ 
 

 

４ 

他
の
法
令
に
よ
る 

受
給
関
係 

 

年金の種類 
障害等級 

年金の金額 
年金証書の 
記号番号 

支給開始年月 
所轄社会保険 
事務所等 

   年  月  

   年  月  

５ 

遺
族
補
償
年
金
の
年
額 

支給年月 補償基礎額 
乗じる 
べき数 

政令第８条の２に 
よる年金額 

政令附則第３条によ
る調整又は制限後の 

年金額 

年  月から     

年  月から     

年  月から     

年  月から     

年  月から     

年  月から     

年  月から     

年  月から     

 



６ 

遺
族
補
償
年
金 

支払年月日 支給に係る月 支払金額 備考 

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

・ ・ 
  年  月 ～ 
  年  月 分 

円  

累計  円  

  



〔記入要領〕 

１ この記録簿は、遺族補償年金の支給が決定された場合に作成し、支給事由の継続する

間、記入すること。 

２ 「遺族補償年金受給資格者」の欄には、遺族補償年金を受けることができる遺族全員

について、次のように記入すること。 

(１) 「氏名」の項には、政令第８条第３項及び附則第２条の２第３項に規定する順序

により記入すること。なお、氏名の冒頭に受給権者であるときは権と、受給権者と

生計を同じくしている者であるときは生と、非常勤消防団員等に係る損害補償の支

給等に関する省令第５条に規定する障害の状態にあるときは障と記入すること。 

(２) 「死亡した者との続柄」の項には、政令第８条の２第４項第１号、第８条の３第

１項第５号及び同条第２項並びに附則第２条の２第２項及び第４項の規定により年

金額の改定等が行われることとなる年月を併せて記入すること。 

(３) 「受給資格変動年月日及び事由」の項には、その者が受給権者となった年月日、

又は受給権者若しくは受給資格者でなくなった年月日等を記入し、受給資格に変動

を生じた事由を具体的に記入すること。 

３ 「遺族補償年金の年額」の欄には、最初に遺族補償年金の支給を決定したときの年額

を最初の欄に記入し、以下の欄には、年金額の改定の都度順次記入すること。（政令附則

第２条の２第４項の規定により遺族補償年金の支給が停止される場合においても、年金

額の改定の都度順次記入すること。） 

４ 「他の法令による受給関係」の欄には、受給権者が遺族補償年金と同一の事由により

受給する政令附則第３条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給付の名称を記入すること。 

５ 「備考」の欄には、年金証書の再交付及びその事由、支給事由が消滅した場合の年月

日及びその事由、調査を行った場合の年月日及びその結果の概要、その他必要な事項を

記入すること。 

６ 「６ 遺族補償年金」の欄は、遺族補償年金を支払った都度記入すること。 

７ 「支払年月日」の欄には、支払った年月日を記入すること。 

８ 「支給に係る月」の欄には、例えば令和８年４月の支払の場合には、Ｒ８年１月～Ｒ

８年３月分と記入すること。 

９ 「支払金額」の欄には、支払年度ごとの合計金額を記入するものとし、その合計額を

記入した項に対応する「支給に係る月」の項には、適宜「○○年度合計」等と記入するこ

と。 

10 当該補償と同一の事由につき損害賠償を受けたときは、「備考」の欄に、受給権者が受

領した遺族補償年金に相当する損害賠償の金額及びその額を受領した年月日を記入し、

「支給に係る月」及び「支払金額」の欄には、当該損害賠償を受けたことにより免責さ

れている遺族補償年金が仮に支給されていたとしたら記入すべき事項を赤字で記入する

こと。 

11 「累計」の欄には、支給が完結した場合の総計を記入すること。 

 


